
柏 市 図 書 館 再 編 構 想 策 定 支 援 業 務 委 託 仕 様 書  

 

１  件 名  

  柏 市 図 書 館 再 編 構 想 策 定 支 援 業 務 委 託  

２  場 所  

柏 市 教 育 委 員 会 生 涯 学 習 部 図 書 館  

３  業 務 の 目 的  

  本 業 務 は ， 平 成 ３ １ 年 ２ 月 に 策 定 し た 「 柏 市 図 書 館 の あ り 方」

の 実 現 を 図 る と と も に ， 人 口 動 態 ， 財 政 状 況 ， 公 共 施 設 の 老 朽化

等 の 課 題 及 び 本 市 の 方 針 を 踏 ま え ， 「 柏 市 図 書 館 再 編 構 想 」 を策

定 す る に あ た り ， 専 門 的 知 見 に 基 づ く 支 援 を 受 け ， 効 率 的 か つ効

果 的 に 策 定 作 業 を 推 進 す る こ と を 目 的 と す る 。  

４  委 託 の 期 間  

  契 約 締 結 日 の 翌 日 か ら 令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で  

５  契 約 方 法  

  総 価 契 約  

６  支 払 い 回 数  

  １ 回  

７  業 務 内 容  

 (1) 柏 市 図 書 館 再 編 構 想 の 内 容 ， 構 成 に 関 す る 提 案 等  

   市 が 作 成 し た 「 『 柏 市 図 書 館 の あ り 方 』 の 実 現 に 向 け た 柏市

図 書 館 再 編 構 想 の 策 定 方 針 」 を 踏 ま え ， 発 注 者 と 協 議 し な が

ら ， 本 構 想 の 内 容 及 び 構 成 に つ い て 提 案 す る 。 ま た ， 本 構 想

案 の 作 成 を 行 う 。  

(2) 本 市 図 書 館 の 現 況 調 査 及 び 分 析 ， 課 題 の 整 理  

   本 構 想 策 定 に 資 す る 基 礎 調 査 と し て ， 本 市 及 び 全 国 の 図 書館

の 情 報 を 収 集 及 び 分 析 ， 課 題 の 整 理 を 行 い ， 必 要 に 応 じ て 比

較 資 料 を 作 成 す る 。  

 (3) 図 書 館 へ の 市 民 の 関 心 喚 起 ， 意 見 聴 取 の 実 施 補 助 ・ 支 援  

   図 書 館 へ の 関 心 喚 起 ， 意 見 聴 取 の 実 施 に あ た り ， 実 施 主 体 は

発 注 者 と し ， 受 注 者 は 具 体 的 な 企 画 ・ 提 案 ， 資 料 の 作 成 ， 管

理 運 営 等 の 補 助 ・ 支 援 を 行 う 。 時 期 ・ 回 数 ・ 場 所 ， 実 施 内 容

の 市 民 へ の 周 知 方 法 等 に つ い て は 本 市 担 当 者 と 協 議 の う え 決



定 す る 。 な お ， 以 下 の 実 施 を 市 は 想 定 し て い る 。  

  ア  ワ ー ク シ ョ ッ プ  

  イ  講 演 会  

  ウ  ア ン ケ ー ト  

  エ  座 談 会 ， イ ン タ ビ ュ ー  

  オ  パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト  

  カ  広 報 か し わ ， ホ ー ム ペ ー ジ ， Ｓ Ｎ Ｓ 等 に よ る 情 報 発 信  

 (4) 市 民 意 見 の 分 析  

   幅 広 く 聴 取 し た 意 見 の 分 析 を 行 い ， 本 構 想 へ の 反 映 手 法 の検

討 及 び 反 映 を 行 う 。  

(5) 会 議 資 料 の 作 成 ， 出 席 ， 説 明 補 助 ， 会 議 録 の 作 成  

 (6) 「 柏 市 図 書 館 再 編 構 想 」 の 作 成 及 び 進 行 管 理  

   な お ， 本 構 想 の 冊 子 の 印 刷 及 び 納 品 業 務 は 当 業 務 に 含 ま れな

い も の と す る 。  

 (7) 創 意 工 夫 に よ る 提 案  

本 業 務 に お い て は ， 創 意 工 夫 に よ る 提 案 を 積 極 的 に 求 め る 。  

８  策 定 ス ケ ジ ュ ー ル 概 要  

な お ， 本 ス ケ ジ ュ ー ル は 目 安 で あ り ， 発 注 者 と の 協 議 に よ り 変

更 す る 場 合 が あ る 。  

令 和 ８ 年  ６ 月 ～ １ ０ 月  ・ 幅 広 い 市 民 等 か ら の 意 見 聴 取  

・ 本 市 図 書 館 の 現 況 調 査 及 び 分 析 ，  

課 題 の 整 理  

・ 本 構 想 の 内 容 ， 構 成 の 提 案 等  

       １ １ 月  市 民 意 見 の 分 析  

       １ ２ 月  パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト 案 の 作 成  

令 和 ９ 年   １ 月  パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト の 実 施  

        ２ 月  図 書 館 協 議 会 で の 本 構 想 案 の 諮 問  

        ３ 月  本 構 想 の 電 子 デ ー タ 納 品  

９  成 果 品  

  以 下 の も の に つ い て ， 書 類 及 び 電 子 デ ー タ で 納 品 す る こ と 。 電

子 デ ー タ は Word， Excel， PowerPoint， PDF 形 式 を 用 い る こ とと

す る が ， 本 構 想 の 冊 子 編 集 や 印 刷 に 用 い る 電 子 デ ー タ に つ い て は，

Adobe InDesign 形 式 （ .indd） や Illustrator 形 式 （ .ai） 等 を 用



い る こ と も 想 定 し て ， 別 途 協 議 を 行 う 。  

 (1) 柏 市 図 書 館 再 編 構 想 （ 電 子 デ ー タ の み ）  

 (2) 本 業 務 で 作 成 ， 使 用 し た 資 料 等 一 式  

   （ 想 定 さ れ る も の ）  

ア  調 査 報 告 書  

イ  市 民 意 見 分 析 結 果  

ウ  会 議 資 料 及 び 会 議 録  

エ  構 想 案 作 成 過 程 資 料  

１ ０  実 施 体 制  

     受 注 者 は ， 本 業 務 を 遂 行 す る た め ， 以 下 の 条 件 を 満 た す 業務

責 任 者 を 配 置 す る こ と と す る 。  

(1) 過 去 １ ０ 年 の 間 に ， 官 公 庁 と 契 約 し た 本 業 務 と 同 様 も し くは

新 築 ・ 改 修 等 に 関 す る 基 本 構 想 ・ 基 本 計 画 策 定 に 関 す る 業 務に

携 わ っ た こ と が あ る 。  

(2) 業 務 を 統 括 及 び マ ネ ジ メ ン ト を 行 う 。  

(3) 原 則 ， 発 注 者 と の 会 議 や 打 ち 合 わ せ に 出 席 す る 。  

(4) 受 注 者 に 直 接 雇 用 さ れ て い る 者 で あ る 。  

(5) 不 測 の 事 故 等 に よ り 業 務 の 遂 行 に 支 障 を き た す こ と の な いよ

う 必 要 な 実 施 体 制 を 整 え る 。 な お ， 発 注 者 は 必 要 と 認 め ら れる

と き は 業 務 実 施 体 制 の 変 更 を 求 め る こ と が で き る 。  

１ １  業 務 の 再 委 託  

   本 業 務 の 主 要 部 分 （ 企 画 立 案 ， 分 析 ， 構 想 案 作 成 等 ） の 再委

託 は 認 め な い 。 た だ し ， 業 務 の 専 門 性 等 の 理 由 に よ り 受 注 者

自 ら 実 施 す る こ と が 困 難 な 場 合 ， ま た は 再 委 託 に よ り ， よ り

高 い 効 果 が 期 待 さ れ る 場 合 で あ っ て ， あ ら か じ め 発 注 者 の 承

認 を 得 た と き は ， こ の 限 り で な い 。  

な お ， コ ピ ー ， 資 料 の 収 集 お よ び 整 理 ， 単 純 な 集 計 作 業 ，

原 稿 の 入 力 作 業 ， 翻 訳 ， 参 考 書 籍 お よ び 文 献 の 購 入 ， 消 耗 品

の 購 入 等 の 軽 微 な 業 務 に つ い て は ， 発 注 者 の 承 認 を 要 し な い

も の と す る 。  

ま た ， 企 画 提 案 書 提 出 時 点 に お い て 再 委 託 を 予 定 し て い る

場 合 は ， 再 委 託 の 内 容 お よ び 再 委 託 先 の 名 称 等 を 企 画 提 案 書

に 記 載 す る こ と 。 こ の 場 合 で あ っ て も ， 実 際 に 再 委 託 を 行 う



際 に は ， あ ら か じ め 発 注 者 の 承 認 を 得 る も の と す る 。  

１ ２  権 利 の 帰 属  

(1) 本 業 務 の 履 行 に よ り 作 成 さ れ た 成 果 品 に 係 る 所 有 権 お よ び 著  

作 権 （ 著 作 権 法 第 27 条 お よ び 第 28 条の 権 利 を 含 む 。 ） は ， 原

則 と し て 発 注 者 に 帰 属 す る も の と す る 。 ま た ， 受 注 者 は ， 当該

成 果 品 に 関 す る 著 作 者 人 格 権 を 行 使 し な い も の と す る 。  

(2) 発 注 者 は ， 当 該 成 果 品 に つ い て ， 複 製 ， 改 変 ， 二 次 利 用 その

他 必 要 な 利 用 を 行 う こ と が で き る 。 た だ し ， 成 果 品 の 全 部 また

は 一 部 に 第 三 者 が 権 利 を 有 す る も の ま た は 受 注 者 が 従 前 か ら保

有 す る 権 利 が 含 ま れ る 場 合 に は ， 受 注 者 は そ の 旨 を 事 前 に 発注

者 に 通 知 し ， そ の 取 扱 い に つ い て 協 議 の 上 ， 定 め る も の と す る。  

１ ３  一 般 事 項  

 (1) 費 用 負 担  

   本 業 務 の 遂 行 に 当 た り ， 必 要 な 消 耗 品 類 ， 交 通 手 段 ， そ の他

本 業 務 の 遂 行 に 要 す る 経 費 は ， 受 注 者 の 負 担 と す る 。 た だ し ，

講 演 会 を 開 催 す る 場 合 の 講 師 費 用 及 び 会 場 費 用 は 発 注 者 が 負

担 す る も の と し ， 意 見 聴 取 の 実 施 に 用 い る 備 品 類 の 負 担 に つ

い て は 受 注 者 及 び 発 注 者 間 で 協 議 を 行 え る も の と す る 。  

 (2) 法 令 の 遵 守  

   受 注 者 は ， 本 業 務 の 実 施 に 当 た り ， 関 係 法 令 を 遵 守 す る こ と。  

 (3) 秘 密 の 保 持  

   本 業 務 委 託 に よ り 知 り 得 た 事 項 に つ い て は ， 他 に 漏 ら す こと

を 禁 止 す る 。 業 務 完 了 後 も ， 同 様 と す る 。  

 (4) 成 果 品 等 の 利 用  

   本 業 務 に お け る 成 果 品 ， 業 務 執 行 上 作 成 し た 資 料 に つ い て は ，

本 市 行 政 に お け る 利 用 を 許 諾 す る と と も に ， 本 市 の 承 認 を 受

け ず に 当 該 資 料 の 公 表 又 は 貸 与 を し な い こ と 。  

 (5) 打 ち 合 わ せ  

   受 注 者 は ， 本 市 担 当 者 と 緊 密 な 連 携 を と り ， 十 分 な 打 ち 合わ

せ を 行 う と と も に ， 作 業 の 途 中 で 中 間 報 告 を 求 め ら れ た と き

は ， 直 ち に こ れ を 行 う こ と 。 な お ， 打 ち 合 わ せ に あ た っ て は ，

本 業 務 の 執 行 に 当 た る 管 理 責 任 者 又 は 担 当 者 が 立 ち 会 う こ と 。  

 (6) 成 果 品 の 検 査  



ア  業 務 完 了 時 に は ， 成 果 品 の 検 査 を 受 け る こ と 。  

イ  当 該 検 査 に 当 た り ， 受 注 者 の 業 務 責 任 者 が 立 ち 会 う こ と 。  

ウ  当 該 検 査 に お い て ， 訂 正 等 が あ る 箇 所 は 直 ち に 対 応 す る  

こ と 。  

エ  業 務 完 了 後 に お い て ， 受 注 者 の 責 め に よ る 業 務 の 瑕 疵 が  

発 見 さ れ た 場 合 は ， 直 ち に 当 該 瑕 疵 の 修 正 を 行 う こ と 。  

 (7) 参 考 資 料 等 の 貸 与  

      本 市 が 保 有 す る 資 料 等 は ， 所 定 の 手 続 き に よ り 受 注 者 に 無償

で 貸 与 す る も の と し ， 業 務 完 了 後 は 速 や か に 返 却 す る こ と 。  

 (8) 生 成 Ａ Ｉ の 利 用  

受 注 者 が 生 成 Ａ Ｉ サ ー ビ ス を 利 用 す る 場 合 は ， 以 下 の 事 項

を 遵 守 す る こ と 。  

ア  入 力 す る 情 報 は ， 業 務 目 的 の 達 成 に 必 要 最 小 限 の 範 囲 に

限 定 す る こ と 。  

イ  個 人 情 報 ， 機 密 情 報 そ の 他 外 部 に 漏 え い し て は な ら な い  

情 報 を 入 力 し て は な ら な い 。  

ウ  入 力 し た 情 報 が 当 該 サ ー ビ ス の 学 習 デ ー タ と し て 利 用 さ  

れ な い 設 定 又 は 契 約 形 態 （ 法 人 向 け プ ラ ン 等 ） を 利 用 す る

こ と 。  

エ  利 用 す る 生 成 Ａ Ｉ サ ー ビ ス の 名 称 ， 利 用 目 的 及 び 利 用 方

法 に つ い て ， 事 前 に 発 注 者 の 承 認 を 得 る こ と 。  

オ  不 特 定 多 数 の 利 用 者 に 提 供 さ れ る 生 成 Ａ Ｉ サ ー ビ ス を 利

用 す る 場 合 は ， 情 報 の 取 扱 い 及 び 利 用 規 約 を 十 分 に 確 認 し ，

発 注 者 の 承 認 を 得 た 場 合 に 限 り 利 用 で き る も の と す る 。  

カ  生 成 Ａ Ｉ の 出 力 結 果 に つ い て は ， そ の 正 確 性 及 び 適 法 性

を 受 注 者 の 責 任 に お い て 確 認 す る こ と 。  

キ  生 成 Ａ Ｉ の 利 用 に よ り 作 成 さ れ た 成 果 物 に つ い て は ， 著

作 権 侵 害 等 が 生 じ な い こ と を 確 認 す る こ と 。  

 (9) 第 三 者 の 権 利  

本 業 務 の 履 行 に 当 た り ， 第 三 者 の 肖 像 権 ， 所 有 権 ， 著 作 権

そ の 他 の 権 利 （ 以 下 「 第 三 者 の 権 利 」 と い う 。 ） を 侵 害 し な

い こ と 。  

ま た ， 第 三 者 の 権 利 に 関 す る 紛 争 等 が 生 じ た 場 合 に は ， 当



該 紛 争 の 原 因 が 専 ら 発 注 者 の 責 め に 帰 す 場 合 を 除 き ， 受 注 者

の 責 任 と 負 担 に お い て こ れ を 処 理 す る も の と す る 。  

(10) そ の 他  

契 約 締 結 時 の 仕 様 書 は ， 契 約 の 相 手 方 に 特 定 し た 受 託 候補

者 の 企 画 書 の 内 容 を 踏 ま え ， 業 務 内 容 を 調 整 し た も の と す

る 。 な お ， 本 仕 様 書 の 解 釈 に 疑 義 が 生 じ た 場 合 ， ま た は 定

め の 無 い 事 項 は 本 市 担 当 者 と 協 議 を 行 う も の と す る 。   

１ ４  担 当  

   柏 市 教 育 委 員 会 生 涯 学 習 部 図 書 館  宮 脇  

   住 所  ２ ７ ７ － ０ ０ ０ ５  千 葉 県 柏 市 柏 ５ 丁 目 ８ 番 １ ２ 号  

   電 話  ０ ４ － ７ １ ６ ４ － ５ ３ ４ ６  

   

 


